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インターネット上の医療広告の実態調査 

 

＜はじめに＞ 

 

平成 18 年度からの国の医療制度改革において、「患者の視点に立った、安心・安全で質

の高い医療が受けられる体制の構築」が掲げられ、「医療情報の提供による適切な医療の選

択の支援」を目的に、都道府県による医療機能情報の集約と公表(医療機能情報提供制度)、

住民・患者に対し、自分の住む地域の医療機能や医療機関の連携の状況を医療計画により

明示する(医療計画の明示)と並ぶ施策として、医療機関が広告できる事項を拡大すること

(広告規制の見直し)が決まった。 

これにより、従来、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告（「医

療に関する広告」、いわゆる「医療広告」）は、患者等の利用者保護の観点から医療法そ

の他の規定により制限されてきたが、患者・家族が病状等に合った適切な医療機関を選択

することが可能となるように、患者等に対して必要な情報が提供されるよう医療機関が広

告できる事項を拡大、医療法における広告規制の見直しがはかられることになった。 
具体的には、従来、病床数や病室数など広告可能な事項を個別に細かく列挙していたの

に対し、一定の性質をもった項目群ごとに包括的に規定する方式に改め、改正医療法第 6

条の 5及び第 6条の 7で、広告可能な事項を 13 項目に規定、うち 5項目については厚生労

働大臣が定めるとした上で、「広告の内容及び方法は、医療に関する適切な選択に関し必要

な基準として厚生労働省令で定めるものに適合するものでなければならない」として、以

下に類する広告を禁じることにした。 

① 他の病院、診療所又は助産所と比較して優良である旨を広告してはならないこと。 

（比較広告） 

②誇大な広告を行ってはならないこと。(誇大広告) 

③客観的事実であることを証明できない内容の広告を行ってはならないこと。 

④公序良俗に反する内容の広告を行ってはならないこと。 

また、虚偽の内容の広告に対する直接罰の適用は従来どおりとし、広告可能な事項以外

の内容を広告した場合、すなわち違反広告には広告の改善指導・是正命令をもって望み、

命令に従わない場合に罰則を適用する、いわゆる間接罰の適用へと移行した。そして、指

導監督義務を持つ都道府県は、違反に対して行政指導で対応、不適切な広告による不当な

誘因から住民を保護していく責務を負うことになった(図 1参照)。 

医療法改正に伴う医療法施行令により、平成 19 年 4 月 1日からこれらの制度が施行され

た。 

 厚生労働省は、法令の実効性を高めるため、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診

療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等にする指針」(略して、「医

療広告ガイドライン」) を「医療情報の提供のあり方に関する検討会」で審議・決定、医
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療法施行規則改正、大臣告示の決定を受けて平成 19 年 4 月より本ガイドラインの運用を開

始するとともに、都道府県においても医療機関や市民からの質問や問い合わせに応える体

制を整えることを求めていた。 

筆者らは、平成 20 年度の調査で、新たな広告規制のもとにおけるインターネット上の医

療広告の実態を調べるため、国内で一般に使われる検索エンジンを使い、一定の用語をキ

ーワードにして検索、その結果、スポンサースペース(ページの上部またはサイド部)に表

示される医療広告の中に、不適切な広告表現あるいは医療広告違反だと思われる事例があ

るのを見つけていた。また、インターネットで提供される医療情報の質の確保していくた

め自治体や民間団体が策定した自主的基準(ガイドライン)がどの程度実際的に機能してい

るかを調査・分析、インターネットでの医療情報を提供のあり方をめぐる課題について考

察を行った。 

今回の研究では、患者等に対して必要な情報が提供され、その選択を支援していくこと

をめざして施行された広告規制の見直しの結果、これまで原則「広報」として扱われ、広

告規制の対象からはずされてきたインターネットにおいて、医療機関に関する情報提供手

段のひとつである医療広告がどのように行われているか実態調査を行い、前回の調査と比

較してみることにした。あわせて、広告の内容や表現法において、医療広告に求められる

「客観性・正確性の確保」の観点から、問題や課題の検討を行った。 

 

＜方法＞ 

 

「医療広告ガイドライン」では、インターネット上の病院等のホームページは、当該病

院等の情報を得ようとの目的をもって閲覧するものであり、原則として広告とは見なさな

い、としながらも、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイトの検索結果のペ

ージにおいてスポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支

払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にした場合などでは、バ

ナーに表示される内容や検索結果として画面上に表示される内容等については、本指針第

2の1に掲げた誘因性、特定性、認知性の3要件を実質的に満たす場合には、広告として取

り扱うこと、と定義している。 
 
さらに、同ガイドラインの中で、医療機関が広告する診療科名に関し、医療機関が標榜

する診療科名として広告できる範囲や表示形式を示すとともに、法令上根拠のない名称や、

診療内容が明瞭でないものや、医学的知見・社会通念に照らし、不適切な組み合わせであ

るとみなされる名称については、患者等に対して適切な受診機会を喪失させることに繋が

り、不適切な医療を提供するおそれがあるとして、医療機関が不適切な診療科名を広告す

ることを禁じるとし、その不適切な診療科名の例として「審美歯科」をあげている。 

また、暗示的又は間接的な表現でありながら、認められた診療科名でなく、公的医療保
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険の対象や薬事法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、適正な広告として

認められない例として「アンチエイジングクリニック又は（単に）アンチエイジング」を

あげている。 

 

今回の調査では、インターネット上の医療広告の実態を捉えるため、一般的な検索エン

ジンを使って、上記「審美歯科」、「アンチエイジング」の用語で検索を行い、検索結果

で表示される広告表現の中から、医療広告の3要件をもとに医療広告に該当するものを判

別、さらには、医療広告ガイドラインにおいて例示された不適切な広告表現に該当するか

どうかを判別、その結果を集計・分析することにした。また、前回調査から1年近くが経過

した時点での状況の変化の有無を調べた。 

 

＜結果＞ 

 

1. インターネット上における医療広告の実態 

 

平成 21 年 10 月 19 日に、インターネットの Yahoo! Japan の検索ページにおいて、検索

条件のキーワードとして「審美歯科」を指定して検索したところ、検索結果ページの中で

スポンサーサイトとして区別表示されている場所において、一部に「審美歯科」の語を含

む広告表現が確認された。リンクをクリックすると、当該医療機関のホームページに移動

する仕組みになっていた。10 件ごとの検索結果ページで表示された画面を、Web ページ・

キャプチャソフト WebScan(ver1.75)を使って画像保存した(図 2参照)。また、スポンサー

サイトとして一覧表示されたページにおいて、以下のような広告表現が確認された。医療

機関名や地名等を××で伏せ、また 3行目に表示された URL を削除して以下に示す。 

 

●審美歯科は××××歯科 

美容歯科の歯科矯正。美容外科、口腔外科の外科矯正。××式××法 

●××××の歯科矯正 

歯並び・かみあわせをバーチャルでチェック！××駅1分・××駅3分 

●痛くない、安心低料金の審美歯科 

××××美容歯科。無痛･低料金･短期間の安心治療。まずは無料で相談。 

●ホワイトニングで歯を白く美しく 

ホワイトニング専門歯科だから安心低価格の２９８００円！××駅５分 

●××区、××の矯正歯科クリニック 

広々な完全個室で安心の診察！ブライトデンタルケア×× 

●激安ホワイトニング通販 

白く透明感のあるお肌を目指す方必見、楽天なら美白コスメが激安価格 
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●痛くない、快適な総入れ歯！ 

あなたのお口にぴったり合った、快適な入れ歯を作る××の専門歯科医院 

●完全無痛のインプラント 

××××のインプラントは、院長担当仕上がり保障つきで安心 

●約２週間で自然な白い歯へ 

××××だけの特許技術、音波式電動歯ブラシ。30日間返金保証 

●透明で見えない矯正 歯科治療 

矯正費用格安３０万円台から。只今、無料カウンセリング好評実施中。 

●期間限定！歯並びが気になる方へ 

43000円→10％オフ。通院2回の審美治療。×××× 

●差し歯、前歯治療でお悩みなら 

×××で審美歯科をお探しなら××デンタルクリニックへ 

●男も女もエステ≪××××≫ 

ニキビ、シミ、シワ…様々な悩みに対応！今なら3150円で体験できる 

●顎関節症・噛み合わせ専門歯科 

透明プレートで寝ている間に矯正。顔の歪みや受け口も切らずに改善 

●ホワイトニングならクリニーク 

皮膚科学をヒントに開発したダーマホワイト。メンバー登録で限定情報も 

●審美歯科治療の人気クリニック 

審美歯科比較ナビで、あなたにピッタリのクリニックを診断します！ 

●スピード矯正、×××裏側矯正 

専門医の無料相談の××矯正歯科。治療方法の疑問や料金も明確に説明 

●立体回転のブラウン電動歯ブラシ 

3D立体回転＋ステインケアブラシで6週間で2トーン自然な白さへ 

●×××駅前矯正歯科／×××× 

≪×××駅直結≫見えない・目立たせない治療で評判の矯正歯科医院 

●××の矯正治療なら××矯正歯科 

××駅まん前、見えない抜かない治療、××大博士、認定医指導医、分割可 

 

 上記20件のうち、特定の医療機関名が表示され、結果的に医療広告の3要件である誘因

性、特定性、認知性を満たし医療広告に該当するとみなされるものが9件あった。さらに、

その中で広告表現の一部に「審美歯科」の語を含むものが4件あった。また、「審美歯科」

ではなく、「審美治療」となっているところが1件あった。上記9件のうち2件は、1年前の

平成20年11月22日の調査時と同じ広告表現を使っていた。 
 

厚生労働省の医療広告ガイドラインの 14 頁において、「審美歯科」という表現は、不適
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切な診療科名として例示されている。よって、上の 4件は医療法第 6条の 5の規定に照ら

して、医療法における広告違反にあたるのではないかと疑われた。 

 

同様に、平成21年 11月 5日に、インターネットのYahoo! Japanの検索ページにおいて、

検索条件のキーワードとして「アンチエイジング」を指定して検索したところ、検索結果

ページの中でスポンサーサイトとして区別表示されている場所において、一部に「アンチ

エイジング」の語を含む広告表現が確認された。リンクをクリックすると、当該医療機関

のホームページに移動する仕組みになっていた。10 件ごとの検索結果ページで表示された

画面を、Webページ・キャプチャソフトWebScan(ver1.75)を使って画像保存した(図3参照)。

また、スポンサーサイトとして一覧表示されたページにおいて、以下のような広告表現が

確認された。医療機関名や地名等を××で伏せ、3 行目に表示された URL を削除して以下

に示す。医療機関でないと思われる広告は除外した。 

 

●有名女優・モデルが選ぶ若返り術 

症例写真2,400件以上。全国各院ありがとうキャンペーン中♪ 

●技術と価格で選ぶならココ！ 

アンチエイジング点滴１回２８００円。××・××・××・×× 

●××××アンチエイジング 

アンチエイジング５０％以上OFFキャンペーン中！ 

●××でアンチエイジングなら 

安心の口コミ率７０％、信頼のリピーター率９０％以上！無料相談実施中 

●肌アンチエイジング・再生医療は 

肌・アンチエイジング 肌細胞注入療法・血小板療法／×××× 

●美肌専門クリニック 

××××でシミ・たるみなどを効率よく治療。今なら１０％オフ 

●若返り術なら、××.comで検索 

信頼のドクター探しは××.com。割引＆お得なモニター情報多数掲載！ 

●わずか30分のアンチエイジング 

若肌回復レーザーお試し43％オフ。××徒歩0分の美肌クリニック 

●気になる法令線のシワを解消！ 

アンチエイジングなら××××美容外科。気になるシワ解消します 

●アンチエイジングで年齢サバ読♪ 

32年の信頼と実績。不安・悩みは無料メール相談まで※××××クリニック 

●××××クリニック×××× 

××に3院。様々なアンチエイジングメニューでセレブ級お肌ケアを是非 

●若返り治療／×××× 
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アンチエイジングで若さを取り戻す。シワ・シミ等のご相談はお気軽に！ 

●美肌治療専門医院 ××・××院 

××××クリニック。××院長がハイレベルの美肌治療をご提供。 

●××でアンチエイジング 

××××美容外科ドクターのフルサポートで、美容医療と温泉療法のコラボ 

●ピーリング：××××クリニック 

メディカルエステ・ピーリング・にきび・スキンケアのご相談・資料請求 

●＜若返り注射＞××××クリニック 

××××を注射により、若々しく、肌もハリや潤いを取り戻せます。 

●＜若返り注射＞最新の美容医療 

××××注射で内側から若返ります。××2分 ××××クリニック。 

●効果的美肌光治療がお得なお値段 

最新美肌光治療が安い！且つ効果的に解消！＜××××美容外科××××＞ 

●××市＜××××歯科医院＞ 

デンタルケアからの５つのアンチエイジング治療（健康・予防・美容） 

 

 上記19件のうち、特定の医療機関名が表示され、結果的に医療広告の3要件である誘因

性、特定性、認知性をすべて満たし医療広告に該当するとみなされるものが12件あった。

さらに、その中で広告表現の一部に「アンチエイジング」の語を含むものが7件あった。 
また、アンチエイジングとほぼ同義語の「若返り」という語を使っているものが2件あっ

た。上記7件のうち2件は、1年前の平成20年11月22日の調査時と同じ広告表現を使ってい

た。 
 

厚生労働省の医療広告ガイドラインの 4頁において、「アンチエイジング」という表現は、

暗示的又は間接的な表現でありながら、認められた診療科名でなく、公的医療保険の対象

や薬事法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、適正な広告として認められ

ない例としてあげられている。よって、上の 7件は医療法第 6条の 5の規定に照らして、

医療法における広告違反にあたるのではないかと疑われた。 

 

今回、検索用語として使用した「審美歯科」と「アンチエイジング」に関し、スポンサ

ーサイトとして一覧表示されたページにおける広告件数と医療広告違反と思われる件数を

比較したものを表１に示す。「審美歯科」については、スポンサースペースにおける総広告

件数 20 件のうち、45%(9 件)が医療広告に該当し、20%(4 件)が違反と思われる表現を含み、

10%(2 件)が 1 年前と同じ表現を使っていた。「アンチエイジング」については、スポンサ

ースペースにおける総広告件数 19 件のうち、63.2%(12 件)が医療広告に該当し、36.8%(7

件)が違反と思われる表現を含み、10.5%(2 件)が 1年前と同じ表現を使っていた。 
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＜考察＞ 

 

 今回の調査で、新しい広告媒体であるインターネット上での医療広告の実態を調べたが、

その結果、不適切な診療科名が使われたり、広告として認められていない表現が使われる

などの事例が多数見つかった。また、今回調査した Yahoo! Japan 以外に、一般的によく利

用されている Google や MSN の検索サイトも調べてみたが、検索結果のページに不適切な表

現と思われる医療広告が見つかった(図 4～図 7 参照)。中には、同一の医療機関がこれら

複数の検索サイトにおいて同じ医療広告を行っている例もあった。 

 これらの検索サイトの中でも国内において最も利用者数の多い Yahoo! Japan では、 

有料の広告掲載サービスを提供するにあたって、医療機関を対象とした広告掲載ガイドラ

イン(掲載内容に関するガイドライン)を独自に策定している。しかし、その内容は、「医療

機関の広告については、紹介されているすべての施設（リンク先も含む）に対し、所在地、

連絡先、院長もしくは常勤する治療責任者の氏名および経歴をサイトに明示する必要があ

ります。 経歴には最終学歴と卒業年度、現職の医療機関名と勤務開始年が必要です。また、

獣医院・動物病院については、治療責任者経歴を必須としませんが、所在地、連絡先、院

長名を明示してください。なお、海外の医療機関の広告については、掲載できません。(図
8参照)」とあるだけで、医療法で禁止された広告表現や厚生労働省のガイドラインに言及

したところはなかった。 

厚生労働省の医療広告ガイドラインにおいては、医療に関する広告規制の対象者として、

医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店、患者

又は一般人等、何人も広告規制の対象とする、としている。また、日本国内向けの広告で

あれば、外国人や海外の事業者等による広告（海外から発送されるダイレクトメールやＥ

メール等）も規制の対象である、と定めている。広告媒体についても、「広告依頼者から

依頼を受けて、広告を企画・制作する広告代理店や広告を掲載する新聞、雑誌、テレビ、

出版等の業務に携わる者は、依頼を受けて広告依頼者の責任により作成又は作成された広

告を掲載、放送等するにあたっては、当該広告の内容が虚偽誇大なもの等、法や本指針に

違反する内容となっていないか十分留意する必要があり、違反等があった場合には、広告

依頼者とともに法や本指針による指導等の対象となり得るものである。」と記している。 

今回の調査結果から、広告の当事者である医療機関のみならず、広告代理店・メディア

等の関係者にインターネットでの新たな広告規制の内容が十分認識されていないように思

われた。 

 

 また、今回の調査では、医療広告の違反の判定の条件として、医療広告ガイドラインで

定義された医療広告の3要件や違反ケースの例示を参考に、検索エンジンのスポンサース

ペースに限定した調査を行ったが、検索ページをよくみると、スポンサースペースでない
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部分の、検索結果の文章・文言がメインに表示される場所に、上記のような不適切な診療

科名や広告として認められていない表現が数多く見つかった。これらは、現在の医療広告

ガイドラインの解釈では医療広告にはあたらないとされているものの、htmlソースの記述

をみると、検索結果のページに意図した文言が表示されるような工夫を行っているように

思われた。その結果、誘因性、特定性、認知性の要件が高まり、これらも医療広告として

みなすこともできるのではないかとも思われた 
 

厚生労働省の医療広告ガイドラインには、広告規制の見直しにあたっての基本的な考え 

方が整理されている。それによると、従来、①医療は人の生命・身体に関わるサービスで

あり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、

他の分野に比べ著しいこと。②医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手

はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難

であることから、医療に関する広告は、患者等の利用者保護の観点に立って、法又は旧告

示により、限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されてきた。今回の広

告規制の見直しにあたっては、こうした考え方を引き続き堅持し、「患者等に正確な情報

が提供されその選択を支援する観点から、客観性・正確性を確保し得る事項については、

広告事項としてできる限り幅広く認めることとした」と記している。 

 

 上記のような趣旨にもかかわらず、新しい広告媒体であるインターネットをみる限り、

医療機関に関する「正確な情報」の提供、あるいは「客観性・正確性の確保」といったも

のが担保されているとは言い難く、現在の実態はすでに問題を生じているのではないかと

思われた。こうした状況にどう対応していくか、患者等に幅広い情報提供を行い、医療の

選択を支援するという本来の目的が損なわれないよう、現状を踏まえた議論と早急な対応

策の検討が必要になってきていると思われる。 

 

 また、今回の調査では、インターネット上での医療広告の実態・状況を把握する範囲に

とどめたが、仮に医療広告の違反を見つけた場合、利用者の立場からどうすべきか、どこ

にどう情報提供すべきかといった疑問が残った。 

医療広告ガイドラインでは、違反事例の発生時の対応として、医療に関する広告は、患

者や地域住民等に対する客観的で正確な情報伝達の手段となるよう病院等の広告を実施す

る者に対する相談支援を行うとともに、虚偽・誇大な広告等により、患者等が適切な医療

の受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けることのないよう住民からの苦情を受ける

ための担当係を決めていく、としている。その具体的な窓口として、医療安全支援センタ

ーや保健所の医療法担当部署等を想定、「各都道府県、保健所設置市又は特別区の判断に

より、適切な苦情相談の体制を確保し、当該苦情相談の窓口の連絡先については、自治体

のホームページや広報誌等を通じて住民に周知するべきである。」と記しているが、その
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窓口を探すのも、情報提供を行うのも一般の利用者には容易でないと思われた。 

 

また、消費者行政機関等との連携についても、医療に関する広告に関する住民からの苦

情は、管内を所管する消費生活センターに寄せられることがあり、苦情・相談の状況につ

いて定期的に情報交換する等、消費者行政機関との連携に努め、違反が疑われる広告等に

関する情報を入手した際には必要な措置を講じる、としているが、今回の調査で示された

ように1年たっても違反広告が放置されているような状況から、現状のチェックが行われ

ているのか、また適切な指導が行われているのか不明であった。広告規制の見直しの議論

の中で、「広告規制に係る事後チェック機能の概要」なるものが示されていたが、この事後

チェック機能が働いているかどうかも疑問に思われた(図9参照)。 
 
インターネット上の病院等のホームページは、前述のように、「従来より情報提供や広

報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。」とし

た原則論が今もなお適用されているが、知らないうちにリンク先のページにアクセスして

しまうインターネット上では、どこまで広告でどこから広報かの線引きが難しい。検索結

果ページからリンク案内された病院等のホームページ内において、 医療広告の観点から

「客観性・正確性」に欠けると思われる情報やコンテンツが何ら規制なく提供されている

現状のままでいいのかという疑問も残った。 

 

 インターネット上の医療情報については、医療機能情報提供制度や医療広告ガイドライ

ンを検討してきた厚生労働省の「医療情報の提供のあり方に関する検討会」で幾度も議論

に上げられつつも、広報に関わる部分は広告規制の対象外ということで本検討会の検討テ

ーマから外されてしまった経緯がある。さらには、これに先立つ平成 17 年 12 月に社会保

障審議会医療部会でとりまとめられた「医療提供体制に関する意見」の中で、医療機関に

関する情報提供の推進策に関し、「医療機関による自主的・自立的な取組により、インタ

ーネットを含む広報により提供される医療情報の信頼性を確保するという基本的な考え方

に基づき、厚生労働省の一定の関与の下でガイドラインを作成し、その普及を図る。」と

書かれていたが(図 10 参照)、実際には、医療広告ガイドラインが作成されただけで、今後

どうなっていくのか不明である。 

いっぽう、平成 14 年 12 月 26 日に発表された、厚生労働省「インターネット等による医

療情報に関する検討会」報告書では、者患・国民に医療情報を提供していく媒体としてイ

ンターネットは有用であり、情報の提供法として、自治体等の公的機関からは客観性のあ

る情報を、医療機関を含む民間からは利用者のニーズに応じた多様な情報を提供していく。

その際には、民間ガイドライン等、情報の信頼性を確保する仕組みを活用していく、とし

て、第三者機関の評価、苦情受け付けの仕組みの必要性にもふれている。インターネット

上の情報は、原則、広報として扱い、医療法の広告規制の対象としない、という捉え方は、
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この時できあがったものと考えられるが、以来、時間が経過して、インターネットの利用

条件や環境は大きく変わってきている。こうした状況の変化を踏まえた改めての議論が必

要になってきていると思われる。あわせて、医療機関等が提供する情報の質の確保、情報

利用者の安全を担保していくための法規制、行政の監督・指導のあり方、さらには広告・

広報のあり方についての改めての議論・検討の必要性が出てきていると思われる。 
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 表１：Yahoo! Japan における特定用語の検索結果と医療広告違反が疑われる例 
      

      

検索用語   

スポンサース

ペースにおけ

る広告件数 

医療広告に

該当する例

(*) 

違反表現を

含む例 

(**) 

2008 年、2009

年連続で違反

と思われる例 

数 20 9 4 2 
審美歯科 

％(***)   45.0  20.0  10.0  

数 19 12 7 2 
アンチエイジング 

％(***)   63.2  36.8  10.5  

          (*)誘因性、特定性、認知性の 3 要件を満たす場合に医療広告と判定 

          (**)広告可能な事項に適合していない場合に違反表現と判定 
         (***)総広告件数に対する割合 

 

 

 

図１：広告規制の見直しによる広告可能な事項の拡大 

    
厚生労働省「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」資料 
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図２：Yahoo! Japan で「審美歯科」で検索した結果ページ 
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図３：Yahoo! Japan で「アンチエイジング」で検索した結果ページ 
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図４：Google で「審美歯科」で検索した結果ページ(2010 年 1 月 28 日記録) 
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図５：Google で「アンチエイジング」で検索した結果ページ(2010 年 1 月 28 日記録) 
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図６：MSN で「審美歯科」で検索した結果ページ(2010 年 1 月 28 日記録) 
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図７：MSN で「アンチエイジング」で検索した結果ページ(2010 年 1 月 28 日記録) 
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図８:Yahoo! Japan の医療機関に関する広告掲載ガイドライン 
 

 

 
 

図９：医療の広告規制に係る事後チェック機能 
 

 

厚生労働省「医療情報の提供のあり方に関する検討会」資料 
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図１０：インターネットによる情報提供への対応 

 
厚生労働省「医療情報の提供のあり方に関する検討会」資料 


